
 
生活保護法に基づく指定医療機関の届出に関する 

取扱い及び様式の変更について 
 
 
平素より本市の生活保護医療扶助の実施にご協力いただき、ありがとうございます。 

 この度、生活保護法施行規則改正に伴い、本市での生活保護法に基づく医療機関の指定等
の手続きに関する取り扱い及び一部様式に変更がございますので、お知らせします。 
 
１ 改正趣旨 

 令和５年 7 月 1日申請分から、 保険医療機関等に関する届出と同時に生活保護指定医
療機関（以下、「指定医療機関」とします。）に関する指定の申請届、指定更新の申請届、
変更届、廃止届、休止届、再開届及び辞退届の届出を行う場合は、健康福祉局生活支援課
（以下、「本市」とします。）への別途の届出を省略することができます。 
 

２ 本市指定医療機関の届出の変更内容（予定） 
（１）新規申請・更新手続きについて 

変更前 変更後 
指定医療機関の申請・更新手続き
は本市あてに指定申請書・更新申
請書を提出 

令和５年 7月 1日以降に厚生局に対して保険医療機関
と指定医療機関の開始（更新）申請の届出を同時に手
続きする場合、本市への書面提出は不要です。 

 
 
 （２）指定医療機関の変更・廃止・休止・再開・辞退手続きについて 

変更前 変更後 
変更・廃止・休止・再開・辞退手続き
は本市あてに各種届出を提出 

令和５年 7 月 1 日以降に厚生局に対して保険医
療機関と指定医療機関の同一内容の手続きする
場合、本市への書面提出は不要です。 

 ※指定医療機関のみにかかわる変更（指定医療機関のみ指定辞退・休止する等）の場合の
手続きは従来と変わらず、本市への届出が必要となる予定です。 
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３ 様式改正について 
  今回の改正に伴い、以下の様式が変更となる予定です。 

変更様式名 変更内容 
①指定医療機関指定・指定更新申請書 
②生活保護法指定医療機関・助産師・施術
者変更届出書 
③生活保護法指定医療機関・助産師・施術
者休止・廃止・辞退届出書 
④生活保護法指定医療機関・助産師・施術
者再開届出書 
⑤生活保護法指定医療機関・助産師・施術
者処分届出書 

厚生局の届出内容に一致させるため、一部
項目の削除（追加）を行います。 

誓約書 名称が「誓約事項」に変更になります。 
また、現行のように別紙での徴取を行わず、
「指定医療機関指定・指定更新申請書」に
チェック欄を作成します。 

 
４ その他 
 （１）指定医療機関の手続きの簡略化にもつながりますので、積極的にご利用ください。 
 （２）調剤券の発券の際には医療機関コードを用いています。このため、各区生活支援課

に対して調剤券を請求する際には、可能な範囲で医療機関コード（10 桁）をお知らせ
ください。 
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